
既契約工事の技術者を本工事の配置予定技術者で申請する際の留意事項（専任・非専任の考え方）

○配置予定技術者は専任技術者
工事着手日

〈例1〉

契約工期

〈例2〉

契約工期

〈例3〉

契約工期

〈例4〉

契約工期

〈例5〉

契約工期

〈例6〉

契約工期

〈例7〉

契約工期 完成検査

〈例8〉 完成検査

※競争参加資格確認申請書提出時点において、既契約工期における非専任期間予定が確認できる資料が必要。
（発注者と受注者の間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面で非専任期間予定が明確になっている資料）
なお、入札時点において既契約工事の進捗状況により配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに競争参加資格確認申請の取り下げ
又は入札の辞退を行うことは可能。（申請の取り下げ及び入札辞退に伴うペナルティはない。）
ただし、落札決定通知後、既契約工事の進捗状況により配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、指名停止等の措置を行う。

契約
請負契約の締結後、現場施工に
着手するまでの期間（現場事務所
の設置、資機材の搬入または仮
設工事等が開始されるまでの
間。）

契約工期（Ｈ○○～Ｈ○○）

専任を要しない期間※
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上記Ａ工事へ申請する配置予定技
術者の手持ち工事
（主任技術者･監理技術者として配
置されている場合）

１．工事着手日を入札説明書等で明示している場合
（例：余裕工期設定工事等）

上記Ａ工事の専任の主任技術者･監理技術者になれるか
否か

上記Ａ工事の申請書
締切後に契約工期

〈例1〉

専任の場合 ○
非専任の場合 ○

上記Ａ工事の競争参加資格確認結果
通知後に契約工期

〈例2〉
専任の場合 ○
非専任の場合 ○

上記Ａ工事の電子入札後に契約工期
〈例3〉
専任の場合 ○

上記Ａ工事の開札後に契約工期
〈例4〉
専任の場合 ○
非専任の場合 ○

非専任の場合 ○

上記Ａ工事の専任を要しない期間に契約工期
〈例5〉
専任の場合 ○
非専任の場合 ○

上記Ａ工事の工事着手日後に契約工期
〈例6〉

専任の場合 ×

上記Ａ工事の開札後に契約工期･工事着手日前に完成検査
〈例7〉

専任の場合 ○
非専任の場合 ○

非専任の場合 ×

既契約工事実施（専任期間） 非専任期間
※発注者と受注者の間で設計図書若しくは打ち合わせ記
録等の書面により非専任期間が明確になっていること。

〈例8〉
専任の場合 ○（非専任期間であれば可能）
非専任の場合 ○

工事が早期に完成し、完成検査まで終了 事務手続き終了 既契約工事の完成検査が終了し、既契約工事の非専
任期間となっていることから、本工事の専任技術者に
申請可能。契約工期（Ｈ○○～Ｈ○○）

非専任の場合 ○

〈例3〉

〈例4〉
専任の場合 ○

専任の場合 ○
非専任の場合

２．工事着手日を入札説明書等で明示していない場合

上記Ａ工事の専任の主任技術者･監理技術者になれる
か否か
〈例1〉

専任の場合 ○

〈例2〉
専任の場合 ○
非専任の場合 ○

○

〈例5〉
専任の場合 ×
非専任の場合 ×

非専任の場合 ○

×

〈例6〉

※工事着手日が入札説明書、特別仕様書等により
明示していることが必要である。

〈例8〉
専任の場合 ○（非専任期間であれば可能）
非専任の場合 ○

非専任の場合 ○

〈例7〉

専任の場合 ○

専任の場合 ×
非専任の場合


